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相続税法ーー問題・解答



  

  

15（理論ドクタ）相続－10／テーマ７.doc 

（出力日時）15/10/9 16時34分 （枚数）30 

第１章 応用理論

 

－104－ 

   7－4 未分割である場合の申告等の手続 

   

１．基本問題 

未分割遺産に対する相続税の課税上の取扱いを、次の態様別に説明しなさい。 

１  遺産の全部又は一部が未分割の状態で相続税の申告書を提出する場合 

２  相続税の申告書の提出期限までに分割されていなかった遺産が、その後、分割 

された場合 

 解 答  

１ 遺産の全部又は一部が未分割の状態で相続税の申告書を提出する場合 

(1) 未分割遺産に対する課税（法55） 

相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合

において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相

続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割され

ていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法（寄与分を 

除く。）の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得 

したものとしてその課税価格を計算するものとする。 

(2) 配偶者に対する相続税額の軽減（法19の２②） 

申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共

同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における配偶

者に対する相続税額の軽減の規定の適用については、その分割されていな

い財産は、配偶者に係る相続税の課税価格（注１）の計算の基礎とされる 

財産に含まれないものとする。 

(3) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例（措法69の４④） 

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の規定は、申告

期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象

宅地等については、適用しない。 

(4) 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例（措法69の５③） 

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例の規定は、申告

期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特定計画

山林については、適用しない。 
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(チ) 課税時期におけるＸ社の貸借対照表上の資産及び負債の額は、次表のとおりであ

る。 

資産の部 負債の部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

 
現金 

千円 
31,000 

 
買掛金 

千円 
23,000 

預金 120,000 支払手形 45,000 

売掛金 180,000 借入金 200,000 

受取手形 100,000 貸倒引当金 1,500 

有価証券 237,000 賞与引当金 1,000 

土地 200,000 その他の負債 2,000 

建物 90,000   

その他の財産 42,000   

合 計 1,000,000 合 計 272,500 

（注)１．「預金」は定期預金であり、相続開始時における既経過利息の金額は251,000

円、源泉徴収されるべき所得税の金額は50,990円である。 

２．「受取手形」は、支払期日が相続開始時から２ヶ月後のものが40,000,000

円であり、支払期日が相続開始時から８ヶ月後のものが60,000,000円である。

なお、相続開始時において金融機関で割引を行った場合の割引料はそれぞれ

250,000円及び1,500,000円である。 

３．「有価証券」は、Ｚ株式会社（以下「Ｚ社」という。）が発行する株式100,000

株の金額であり、この株式の評価に必要な資料は、次のとおりである。 

(1) 取引相場のない株式（大会社） 

(2) 資本金等の額は50,000,000円で、発行済株式数は100,000株（すべて普

通株式であり、議決権は100株につき１株とする。）である。 

(3) 株主の構成 

Ｘ社      100,000株 

(4) １株当たりの類似業種比準価額 7,500円 

(5) 課税時期におけるＺ社の資産及び負債の額は、次表のとおりである。 

区  分 資産の金額 負債の金額 

 
帳 簿 価 額 

千円 
800,000 

千円 
160,000 

相続税評価額 900,000 160,000 
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４．「土地」の相続開始日の属する年分の相続税評価額は140,000,000円である。

ただし、「土地」200,000,000円は相続開始日の１年６ヶ月前に取得しており、

相続開始時の通常の取引価額は175,000,000円である。 

５．「建物」の固定資産税評価額は60,000,000円である。ただし、「建物」

90,000,000円は相続開始日の１年６ヶ月前に取得しており、相続開始時の通

常の取引価額は85,000,000円である。 

６．「その他の財産」は、車両等の一般動産であり、相続税評価額は35,000,000

円である。 

７．相続開始日の属する事業年度に係る法人税等のうち、その事業年度開始の

日から相続開始日までの期間に対応する金額で相続開始日において未払いの

金額は2,500,000円である。 

８．被相続人の死亡に伴い、Ｘ社の「役員退職手当金等支給規程」に基づいて、

配偶者乙に対して退職手当金を支給することが確定した。なお、この退職手

当金については、後記７を参照すること。 

(リ) 二女Ｃは、相続税の申告期限において取得したＸ社の株式のすべてを保有してい

る。なお、二女Ｃは、Ｘ社の役員ではない。 

④ 三女Ｅが取得した財産 

イ Ｓ区の宅地   250㎡ 

この宅地は、路線価地域に所在し、その地形等は次のとおりである。なお、三女Ｅ

は、この宅地を相続税の申告期限においても所有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ Ｓ区の家屋   100㎡  固定資産税評価額  10,000,000円 

この家屋は、イの宅地の上に建てられているもので、配偶者乙の華道教室の用に供

されていたが、配偶者乙から被相続人甲への家賃等の支払いはなかった。なお、配偶

者乙は相続税の申告期限においてもこの家屋を華道教室の用に供している。 

10ｍ 

25 
ｍ 

路線価370千円 

（普通商業・併用住宅地区） 

（普通商業・併用住宅地区） 

路線価200千円 
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